
5 平成 22年　広報かさま８月号

　65歳以上の方の介護保険料は、３年ごとに見直されます。
　平成 21年度から平成 23年度までの保険料は、65歳以上の方の人数や介護サービス費を見込
んで算出した「基準額」を基に、個人の世帯状況や所得に応じて、下表の８段階となっています。
　先般は、介護報酬が３％増額改定されましたが、国の緊急特別対策による保険料軽減措置により、
平成 22年度は保険料上昇分の半額が軽減されます。

○平成 22年度介護保険料納付書・通知書の発送について
　・普通徴収（納付書または口座振替）の方…８月中旬に普通徴収納付書（通知書）を送付します。
　・特別徴収（年金天引き）の方………………９月下旬に特別徴収通知書を送付します。

【問合せ】高齢福祉課（内線 171）　　　笠間支所福祉課（内線 72164）
　　　　 岩間支所福祉課（内線 73172）

介護保険の保険料（65歳以上の方）が変わりました！


